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旅行相談契約 部 

適用範囲  

第一条 当社 旅行者 間 締結 旅行相談契約 約款 定 約款 定

い事項 い 法令又 一般 確立さ 慣習  

 当社 法令 反 旅行者 不利 い範囲 書面 特約 結 前項 規定

わ そ 特約 優先  

旅行相談契約 定義  

第二条 約款 旅行相談契約 当社 相談 対 旅行業務取扱料金 以下 相談料金 いい

収受 約 旅行者 委託 次 掲 業務 行う 引 受 契約 いい

 

一 旅行者 旅行 計画 作成 必要 助言 

二 旅行 計画 作成 

三 旅行 必要 経費 見積  

四 旅行地及び運送・宿泊機関等 関 情報提供五 そ 他旅行 必要 助言

及び情報提供 

契約 成立  

第三条 当社 旅行相談契約 締結 う 旅行者 所定 事項 記入 申込書 当社 提出

 

 旅行相談契約 当社 契約 締結 承諾 前項 申込書 受理 時 成立  

 当社 前二項 規定 わ 申込書 提出 受 く電話 郵便 ファクシミリ インタ

ーネットそ 他 通信手段 旅行相談契約 申込 受 付 あ 場合 い

旅行相談契約 当社 契約 締結 承諾 時 成立  

 当社 次 掲 場合 い 旅行相談契約 締結 応 い あ  

一 旅行者 相談内容 公序良俗 反 若 く 旅行地 い 施行さ い 法令 違反 そ

あ あ  
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二 旅行者 暴力団員 暴力団準構成員 暴力団関係者 暴力団関係企業又 総会屋等そ 他 反社会的

勢力 あ 認  

三 旅行者 当社 対 暴力的 要求行為 不当 要求行為 取引 関 脅迫的 言動若 く 暴力

用い 行為又 準 行為 行  

四 旅行者 風説 流布 偽計 用い若 く 威力 用い 当社 信用 毀損 若 く 当社 業務

妨害 行為又 準 行為 行  

五 そ 他当社 業務上 都合 あ  

相談料金  

第四条 当社 第二条 掲 業務 行 旅行者 当社 対 当社 定 期日 当社所

定 相談料金 支払わ  

契約 解除  

第五条 当社 旅行者 第三条第四項第二号 第四号 い 該当 判明 旅

行相談契約 解除 あ  

当社 責任  
第六条 当社 旅行相談契約 履行 当 当社 故意又 過失 旅行者 損害 与え そ

損害 賠償 責 任 損害発生 翌日 起算 六月以内 当社 対 通知 あ

限  

 当社 当社 作成 旅行 計画 記載 運送・宿泊機関等 い 実際 手配 可能 あ

保証 あ 満員等 事由 運送・宿泊機関等 間 当該機関 提

供 運送 宿泊そ 他 旅行 関 サービス 提供 契約 締結 当社 そ

責任 負う あ  


